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今月のテーマは「福祉用具貸与」についてです。内容が複雑なところがあり、ೄ২者への捁勭捚厏で

は確認依頼書の提出れ等による厢ෙがফেしております。このテय़७ॖढ़だよりは、これまで通
半されている内容をලറ化したものであり、勧২の内容に変ಌはありません。別添「ೄ২者に対する福
祉用具貸与の捁勭捚厏に厂る確認方法について」と合わせてご確認ください。 

 
        福祉用具貸与福祉用具貸与福祉用具貸与福祉用具貸与のおさらいのおさらいのおさらいのおさらい            

 ●下図に示すとおり、福祉用具貸与費は下図⋋ع⋑について、原則ೄ২者（要支援１・２、要介護１） 
の方は算定できません。 

●卙のگつの捁勭に該当する場合は算定が可能です。 
●しかし、گつの捁勭いずれの場合も主治医及び福祉用具相談員等が参加するサービス担当者会議 

等を通じて、必要性が判断された場合に限ります。 
●主治医等がサービス担当者会議に出席できない場合は、ケアマネジャーが直接聞き取った情報を 

会議録等に記載してください。（※面談、電話、FAX、文書等その方法は問いません） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    例外例外例外例外１１１１        

直近の認定調査の結果が、それぞれの福祉用具ごとに定められている結果に該当する 
●主治医及び福祉用具相談員等が参加するサービス担当者会議等で、必要性が判断された場合に限る 
●茨木市への確認依頼書の提出は勘要 

種目 認定調査 結果 

⑤車椅子及び 

 付属品 
1-7 歩行 「３．できない」 

⑥特殊寝台及び 

 付属品 

1-4 起き上がり 

1-3 寝返り 

どちらかが 

「３．できない」 

⑦床ずれ防止用具 

⑧体位変換器 
1-3 寝返り 「３．できない」 

福祉用具貸与について 

 

貸与の多い種目を抜き出

しました。 

詳細は別添「軽度者に対

する福祉用具貸与の例外

給付に係る確認方法につ

いて」の表をご確認くだ

さい。 

要介護４・５要介護４・５要介護４・５要介護４・５    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪自動排せつ処理装置 

要介護２・３要介護２・３要介護２・３要介護２・３    

 

 

 

 

⑤車椅子・付属品  ⑥特殊寝台・付属品  ⑦床ずれ防止用具 

⑧体位変換器  ⑨認知症老人徘徊感知機器  ⑩移動用リフト 

要支援１・２、要介護１要支援１・２、要介護１要支援１・２、要介護１要支援１・２、要介護１    

①手すり  ②スロープ  ③歩行器  ④歩行補助つえ 
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    例外例外例外例外２２２２        

捁ਗ１に該当खないৃ়द、「⋋ᇼ及びᇼ付属品」の貸与を受ける※ 
●主治医及び福祉用具相談員等が参加するサービス担当者会議等で、必要性が判断された場合に限る 
●茨木市への確認依頼書の提出は勘要 
※その他移動用リフトについては別添参照 
 
 
    例外例外例外例外３３３３        

 捁ਗ１・捁ਗ２に該当खないৃ়द、ઃのⓠكからⓢكऽदのいङれかに該当する຺ 
が医師によって判断されている 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●茨木市への確認依頼書の提出をষい必要性が認められた場合に算定可能となる 

●主治医及び福祉用具相談員等が参加するサービス担当者会議等で、必要性が判断された場合に限る 
    

        軽度者福祉用具貸与軽度者福祉用具貸与軽度者福祉用具貸与軽度者福祉用具貸与でででで重要重要重要重要なことなことなことなこと    まとめまとめまとめまとめ            

□ 主治医及び福祉用具相談員の勪ৄをケアマネジャーが直接確認していますか？（ಌৗ時も） 
□ 貸与がスタートするまでにサービス担当者会議を開催できていますか？ 
□ 主治医等の勪ৄを会議録に記載していますか？ 
□ 事業所から福祉用具計画書を受け取り、内容の確認をしていますか？ 
    

        福祉用具貸与福祉用具貸与福祉用具貸与福祉用具貸与全般全般全般全般にににに関関関関するするするするよくあるごよくあるごよくあるごよくあるご質問質問質問質問            

問１ ೄ২者福祉用具貸与のチェック体制はどのようになっているのか。 
（答）茨木市では「トリトンモニター」という適正化システムを用いて定期的に点検し、該当者の 

届出がない場合はご連絡させていただいております。また、届出勘要の場合でも捞のシス 
テムで対象者を抽出し、会議録等を確認させていただく場合があります。 

問２ 同一品目の複数貸与は認められるか。 
（答）原則認められません。事にশํ介護挜へご相談ください。 
問３ 付属品のみの貸与は認められるか。 
（答）原則認められません。ただし、介護保険対象の本体を自費で購入している場合等本体と一体 

的に使用するのであれば算定が可能です。 

（ⅰ）疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻
繁に別添表の状態像に該当する者 

   例）パーキンソン病の治療薬による例）パーキンソン病の治療薬による例）パーキンソン病の治療薬による例）パーキンソン病の治療薬によるONONONON・・・・OFFOFFOFFOFF現象現象現象現象    

（ⅱ）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別添表の状態像に該
当することが確ৰにৄ匸まれる者 

    例）がん末期の急速な状態悪化例）がん末期の急速な状態悪化例）がん末期の急速な状態悪化例）がん末期の急速な状態悪化    

（ⅲ）疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判
断から別添表の状態像に該当すると判断できる者 

    例）誤嚥性肺炎の回避例）誤嚥性肺炎の回避例）誤嚥性肺炎の回避例）誤嚥性肺炎の回避    

 

 

「テキセイカだよ

り（vol.1）」でも

お知らせしていま

す！ 

 注意注意注意注意茨木市への茨木市への茨木市への茨木市への届出が必要です届出が必要です届出が必要です届出が必要です！！！！    


